
専門学校 富士リハビリテーション大学校 進級・卒業規程 

 

 平成 25 年 4 月 1 日 制   定 

 令和  2 年 4 月 1 日 最近改正 

 

（総則） 

第 1 条 専門学校 富士リハビリテーション大学校に在籍する学生の進級ならびに卒業に関する取り扱いはこの規程

の定めるところによる。 

 

（認定） 

第 2 条 進級ならびに卒業の認定は、進級判定会議 または 卒業判定会議の決議を経て、学校長が行う。 

 

（進級・卒業の基準） 

第 3 条 進級ならびに卒業は次の条件を満たした者とする。 

(1) 進級においては、在籍学年で開設している科目をすべて合格していること。 

(2) 卒業においては、在籍学科で開設している科目をすべて合格していること。 

 

（原級留置） 

第 4 条 進級または卒業の基準を満たさない者は原級に留置き、原則として全ての科目を再履修する。 

2 すでに合格している科目のうち、学科課程改訂により開講がなく、読み替えに対応していない科目について

は再履修を免除する場合がある。 

3 出席すべき時数の 3分の 2を超えて履修している科目のうち、学科課程改訂により開講がなく、読み替えに

対応していない科目については、学校長から指示された措置（集中講義、課題、レポート、関連科目の聴

講 など）を受けることにより、定期試験の受験が認められることがある。 

 

（追認定考査） 

第 5 条 次の条件を満たす者については、不合格科目の追認定考査実施を審議できる。 

(1) 在籍学年で開設している全科目のおよそ 1/2 が、専門学校 富士リハビリテーション大学校学則第

14条に規定する A または B の成績であること。 

2 追認定考査実施の可否は、進級判定会議または卒業判定会議で審議のうえ学校長が判断する。 

 

（追認定考査の実施） 

第 6 条 追認定考査は、前項の審議で認められた場合に実施する。 

2 方法は、筆記試験・実技試験・レポート提出などから妥当と思われる方法を選択する。 

 

（再判定） 

第 7 条 追認定考査の結果に基づき、進級および卒業の再判定を受けることができる。 

  

附  則 この規程は、平成 25年 4月 1日より施行する。 

この規程は、令和 2年 4月 1日より施行（一部改正）する。 

 

 


